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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年９月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年７月１４日 ０９時３０分ごろ 

発生場所 広島県呉市倉橋島南東方沖 

 安芸
あ き

船害岩
せんがいいわ

灯標から真方位０４４°２.１海里付近 

 （概位 北緯３４°０５.８７′ 東経１３２°３５.５３′） 

事故調査の経過  平成２６年８月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 菊浅
きくあさ

丸、６.１トン 

   ＨＳ２－３３０２(漁船登録番号）、個人所有 

   １３.２０ｍ（Lr）×２.７５ｍ×０.９１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４２１kＷ（動力漁船登録票による）、平成１

９年６月１５日 

Ｂ 漁船 ちどり丸、４.９６トン 

   ＨＳ３－２６４７０（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.５８ｍ（Lr）×２.６０ｍ×０.９１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４６kＷ、昭和５２年３月２７日 

   第２７０－１１５９０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５６年１０月１６日 

    免許証交付日 平成２４年８月２８日 

           （平成３０年８月２４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年９月２日 

    免許証交付日 平成２５年２月２８日 

           （平成３０年１２月２３日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部外板に破口及び擦過傷 

Ｂ 右舷中央部外板に破口を伴う亀裂及び操舵室後部の圧壊等 
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 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、たちうお引き縄漁の潮上り 

のため、船長Ａが倉橋島南東岸沖に操業漁船が多数いるのを確認した

のち、手動操舵により約１３ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で、同島南東方沖に向けて西進した。 

船長Ａは、左舷船首約１０°の沿岸部付近に北方へ向けてえい
．．

網し

ている二そう
．．

引きの漁船団７～８隻を認めたので、この船団をどのよ

うにして避けようかと考えながら、同船団の方を見て航行した。 

Ａ船は、船長Ａが、船首方に目を向けたところ、前路至近にＢ船を

認め、危険を感じ、機関を後進一杯にしたものの、間に合わず、倉橋

島南東方沖において、平成２６年７月１４日０９時３０分ごろ、Ａ船

の船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、船長Ｂが、操舵室後方中央部

にある出入口と巻上げ用ローラとの間に椅子を置き、その椅子に腰を

掛け、リモコン操作により、約１～２kn の速力でえびこぎ網を引き

ながら、倉橋島南東方沖を北東進した。 

船長Ｂは、右舷方約１,２００ｍにＢ船へ接近して来るＡ船を初認

したものの、Ｂ船がえい
．．

網中なので、Ａ船がＢ船を避けてくれるもの

と思い、その後、船首方を見ながら操業を続けた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、右舷方を見たところ、約１００ｍに接近して 

来るＡ船を認めたので左舵一杯を取ったが、危険を感じて姿勢を低く

した直後、Ａ船と衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが衝突により左舷側に飛ばされて全身を打撲した 

ものの、Ａ船及び僚船の協力を得て網を揚収したのち、Ａ船及び僚船

に伴走され、自力で航行して帰港した。 

船長Ｂは、入港後、病院で全治１か月の両膝関節捻挫、腰椎捻挫及

び全身打撲と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ 

Ｂ船の損傷状況１、写真３ Ｂ船の損傷状況２ 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 Ａ船は、船首甲板にオーニングを設置していたが、操舵室からの見

張りには支障がなかった。 

船長Ｂは、日頃、通航船がえい
．．

網中のＢ船を避けてくれていたの

で、Ａ船がえい
．．

網中のＢ船を避けてくれるものと思った。 

Ｂ船は、汽笛を装備しており、操作スイッチが操舵室内にあった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、倉橋島南東方沖を西進中、船長Ａが、左舷船首方の二そう
．．
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引きの漁船団に意識を向けて航行し、見張りを適切に行っていなかっ

たことから、Ｂ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えら

れる。 

 船長Ａは、左舷船首方の二そう
．．

引きの漁船団と進路が交差する状況

であったことから、避航方法を探るために、同船団に意識を向けてい

たものと考えられる。 

 Ｂ船は、倉橋島南東方沖を北東進中、船長Ｂが、右舷方約１,２０

０ｍに接近するＡ船を認めたものの、Ｂ船がえい
．．

網中なので、Ａ船が

Ｂ船をいずれ避けてくれるものと思い、見張りを適切に行っていなか

ったことから、Ａ船の接近に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと

考えられる。 

 船長Ｂは、日頃、通航船がえい
．．

網中のＢ船を避けてくれていたこと

から、Ａ船がＢ船をいずれ避けてくれるものと思ったものと考えられ

る。 

原因  本事故は、倉橋島南東方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が北東進

中、船長Ａが、左舷船首方の二そう
．．

引きの漁船団に意識を向けて航行

し、また、船長Ｂが、右舷方約１,２００ｍに接近するＡ船を認めた

ものの、Ｂ船がえい
．．

網中なので、Ａ船がＢ船をいずれ避けてくれるも

のと思い、共に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突し

たことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

・自船に接近して来る船舶がいる場合には、汽笛等を使用して注意

を喚起すること。 
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写真１ Ａ船の損傷状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況１ 
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写真３ Ｂ船の損傷状況２ 
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